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     「消費者基本計画」の検証・評価（平成２５年度）及び計画 

     の見直しに向けての意見書 

 

                                        ２０１４年（平成２６年）４月１８日 

                                                          日本弁護士連合会 

 

 当連合会は，消費者庁が行う「消費者基本計画」の検証・評価（平成２５年度）及

び計画の見直しに向けて，以下のとおり意見を述べる。 

 

１ 全国消費生活情報ネットワークシステム（ＰＩＯ－ＮＥＴ）（重点施策１２，施

策番号１） 

ＰＩＯ－ＮＥＴの入力段階では，相談者と向き合いながら聴き取りをする相談業

務の流れを害さないようなスムーズな入力作業ができる入力システムとすること

が重要である。 

複雑なキーワードの付与の事務処理負担を軽減することも望ましいが，キーワー

ド付与をなくした場合，問題事案の発見や法執行のための調査分析において手口の

共通性や問題点の検索機能が低下することが危惧される。そこで，検索機能を確保

するためのシステム上の措置と入力研修の強化を併せて進めることが必要である。 

【参照】 

「消費者基本計画」の検証・評価（平成２４年度）及び計画の見直しについての意見

書（２０１３年５月９日） 

 

２ 事故情報データバンク（施策番号２） 

実施時期に関連して，まず直ちに取り組むべきことの一つとして，関係行政機関，

関係機関，地方公共団体等に情報が集まるよう，一般消費者に対し，事故情報収集

の重要性について教育・啓発に取り組むことを明記すべきである。  

 

３ 事故情報の公表・報告（重点施策１３，施策番号４・１２） 

消費者事故等の未然防止及び拡大防止，さらには発生した被害の救済に向け，消

費者事故等に該当しないと判断された誤使用情報，重大事故等あるいは重大製品事

故に該当しないため十分収集されていない情報（いわゆる「ヒヤリハット情報」）

あるいはインシデント情報についても広く収集を行うよう，収集する範囲の一層の

拡大・強化を図るとともに，収集された事故に関する詳細情報につき，関係機関と
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の共有のみならず，国民の共有財産として消費者に公表・公開する範囲を一層拡大

すべきである。  

【参照】 

「消費者基本計画」の検証・評価（平成２４年度）及び計画の見直しについての意見

書（２０１３年５月９日） 

 

４ 事故情報の分析（施策番号５・６）  

消費者庁が収集する事故情報に関し，迅速かつ適切な分析を行うとともに，注意

喚起や情報公表基準を策定するなどして，広く消費者に十分かつタイムリーな注意

喚起や情報提供がなされるよう，情報分析・情報提供方法の向上を図るべきである。 

【参照】 

「消費者基本計画」の検証・評価（平成２４年度）及び計画の見直しについての意見

書（２０１３年５月９日） 

  

５ リコール（重点施策１，施策番号７・８）  

(1) 製品リコール情報を含む消費者事故に関する注意喚起情報（以下「リコール情

報等」という。）が速やかに消費者に周知徹底され，かつ消費者による消費者事

故の未然防止行動に確実につながるよう，消費生活用製品安全法等の改正を含め，

以下の方策を早急に実施すべきである。  

①販売店などの流通事業者に対する，製品購入者へのリコール情報等の通知等，

周知義務の導入。 

②リコール情報等の消費者への周知において行政，製造事業者，流通・販売事業

者のそれぞれ担うべき責任と役割を明確にしたガイドラインの速やかな策

定・実施。  

③リコール情報等が全国の全ての消費者に確実に届くよう，消費者庁が関連省庁

と連携し，さらに各省庁と連携している地方公共団体の関係機関を活用した恒

常的な注意喚起情報の伝達体制の構築。  

④消費者が当該製品等により生ずるおそれのある危険の内容を認識し，適切に消

費者事故の未然防止行動をとることができるリコール情報等の内容，表現及び

伝達方法の改善。  

⑤消費者がリコール情報等や製品等による事故リスクに関心を持ち，自ら製品事

故に遭遇しないよう行動するとともに，製品事故そのものの未然防止・拡大防

止のためにヒヤリハット情報を含めた消費者事故に関する情報を積極的に行
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政機関に提供できるようにするための消費者教育の推進・充実。  

(2) 消費者事故等の未然防止及び拡大防止の観点から，消費者事故等に該当しない

と判断された誤使用情報，重大事故等あるいは重大製品事故に該当しないため十

分収集されていない情報（いわゆる「ヒヤリハット情報」）あるいはインシデン

ト情報についても収集の強化を図るとともに，収集された消費者事故に関する詳

細情報を関係機関と共有・連携し，迅速・適切かつ効果的な注意喚起策を講ずる

ことができる体制を整備するべきである。  

【参照】  

リコールを含めた消費者事故等の未然防止のための注意喚起徹底策に関する意見書

（２０１２年１１月１６日）  

 

６ 子どもの事故防止（施策番号９） 

子どもの製品事故について，安易に保護者等の監督不足の問題とすることなく，

全ての製品は子どもにとって安全なものとして設計・製造されなければならないと

の視点から，子どもの事故防止を最大限に図るべきである。 

子どもの事故情報の未然防止及び拡大防止の観点から，消費者事故等に該当しな

いと判断された誤使用情報，重大事故等あるいは重大製品事故に該当しないため十

分収集されていない情報（いわゆる「ヒヤリハット情報」）あるいはインシデント

情報についても収集の強化を図るとともに，収集された消費者事故に関する詳細情

報を関係機関と共有・連携し，迅速・適切かつ効果的な注意喚起策を講ずることが

できる体制を整備するべきである。  

 

７ キッズデザイン（施策番号１０）  

子どもの事故防止に資する「キッズデザイン」の考え方は，製品の安全設計の基

本の１つに位置付けられなければならず，子ども専用の製品に限らず，全ての製品

について子どもが触れる可能性を考えた上での安全設計がなされなければならな

いとの視点から，最新の安全性確保手段を採り入れるべく，安全規格・基準の見直

しを行うとともに，これに不適合な製品が流通しないような方策をとるべきである。  

 

８ 消費者安全調査委員会（重点施策１３，施策番号１３－２・１３－２－２・１３

－２－３） 

(1) 消費者安全の確保に必要な消費者事故等の調査を漏れなく速やかに実施する

ため，また，十分に自ら調査を行うことを可能とするため，人的・物的体制を一
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層整備することが必要である。  

(2) 調査申出件数の増加に伴い，申出に対して迅速かつ適切に対応することができ

る体制を整備することが必要である。  

(3) 消費者事故等の情報件数の増大に幅広く対応可能となるよう，情報点検チーム

の体制の一層の充実・強化を図るべきである。 

(4) 調査委員会の事故調査と刑事責任追及のための刑事手続が競合する場合の規

律が示されておらず，調査委員会による事故原因関係者からの事情聴取や意見陳

述の結果の刑事手続における利用制限も明確にされていない。警察による事故調

査との関係の調整もいまだ不十分である。事故調査のために必要な事故現場等の

検証や事故原因関係者からの事情聴取等が十分に実施できるよう速やかに法制

度の整備等を含めた体制を確立すべきである。  

【参照】  

「消費者安全調査委員会」による消費者事故等の調査についての意見書（２０１２ 

年３月２日） 

 

９ 窒息事故（施策番号１３－４） 

(1) こんにゃく入りゼリーを含む窒息事故の多い食品について，死亡事故数が顕著

である乳幼児や高齢者に対しては，注意喚起をしても再発防止の実効性を確保す

ることは期待しにくく，また保護者や介護者に対する注意喚起を行っても限界が

あるため，窒息を防止するための規格や基準（安全基準）を設定して規制する措

置を速やかに講じるべきである。  

(2) 窒息事故防止の注意喚起の方法が不適切であり，その改善が求められる。  

【参照】  

こんにゃく入りゼリーの規制を求める意見書（２０１１年２月１７日）  

 

１０ 昇降機事故（施策番号１５） 

エレベーター事故やエスカレーター事故が多発していることを踏まえ，事故原因

の徹底した究明を早急に行うとともに，調査報告書等における意見が安全基準の具

体的見直しや事業者に対する具体的な措置や指導の強化に直ちに反映されるよう，

同種事故の再発防止に向けた取組を迅速・適切に行うべきである。  

【参照】 

「消費者基本計画」の検証・評価（平成２４年度）及び計画の見直しについての意見

書（２０１３年５月９日） 
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１１ 捜査機関との協力等（施策番号１６） 

製品等の利用により生じた事故等について，事故調査機関には，捜査機関による

責任追及とは異なる，同種事故の再発防止に向けた危険要因の解明と除去という重

大な機能があることを前提に，その機能を迅速・適切に発揮することの妨げとなる

ことのないよう，捜査機関との間で，協力ないし情報共有すべき範囲や，捜査又は

調査の手順を明確にするような基準や運用を早急に確立すべきである。  

また，事故調査のために必要な事故現場等の検証や事故原因関係者からの事情聴

取等が十分に実施できるよう，速やかに法制度の整備等を行うべきである。  

 

１２ 国民生活センター及び製品評価技術基盤機構（施策番号１７・１８） 

国民生活センターや製品評価技術基盤機構における商品テストや原因究明につ

いて，製品事故の被害者が容易に原因究明を依頼できるよう，当該被害者の被害救

済に資する意味でも迅速・適切に全ての事故原因が究明されるものとなるよう，ま

た科学技術の進歩の中，複数の分野の専門家が原因究明に関与する必要がある場合

にも十分に検討可能となるよう，技術的専門性においても人的体制においても一層

の体制強化を図るべきである。また，不十分な原因究明に対し，再調査や不服申立

等のできる制度を検討すべきである。  

 

１３ 製品火災等に関する情報収集（施策番号１９） 

火災の被害に遭った者が具体的な火災についての火災原因判定書等の開示請求

を行う場合，自らの個人情報として十分な開示が受けられるよう，公表・開示の運

用を改善すべきである。また，消防機関の調査能力や鑑識能力の格差をなくし，全

ての消防機関が十分な火災原因の調査を行えるよう体制の整備が必要である。 

 

１４ 食品安全基本法第２１条第１項に規定する「基本的事項」（施策番号２０） 

  食品安全基本法第２１条第１項に規定する「基本的事項」について，予防原則を

導入すべきである。 

【参照】 

消費者のための食品安全確保に資する基本的事項の改正を求める意見書（２０１２年

２月１７日） 

 

１５ リスクコミュニケーション（重点政策２，施策番号２１・２１－２） 
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  リスクコミュニケーションに当たっては，消費者の意見も参照すべきであり，ま

た，放射性物質に対する一般消費者の理解を促進させるに当たっては，現行制度の

安全性という結果のみを強調するのでなく，その根拠を示して，理解を促進するよ

うにすべきであり，他方，低線量被ばくについて，殊更安全性を強調することなく，

科学的に安全性が確認されていないことを前提に，放射性物質の含まれる食品につ

いては，過剰摂取を控えるように注意喚起を促すなど，適切な情報提供を行うべき

である。 

【参照】 

・消費者のための食品安全確保に資する基本的事項の改正を求める意見書（２０１

２年２月１７日） 

・消費者の食品に対する安全・安心の確保のために放射性物質汚染食品による内部

被ばくを防止する施策の実施を求める意見書（２０１１年１０月１９日） 

 

１６ 食品安全に関するリスク管理（施策番号２２） 

牛肉生食の規格基準，牛肝臓の規格基準以外に，馬肉，鳥肉及び豚肉の生食の規

格基準も早急に策定すべきである。 

【参照】 

牛肉等の生食による食中毒防止のための規格基準の早期策定及び監視指導の強化等

を求める意見書（２０１１年７月１４日） 

 

１７ リスク評価機関の機能強化（施策番号２３） 

  食品安全委員会について，消費者の意見を反映させるために消費者の意見を代表

する委員を選任すべきである。 

【参照】 

食品安全基本法・食品安全委員会構想に関する意見書（２００２年１２月２１日）  

 

１８ トレーサビリティ（施策番号２４） 

 米，牛以外の食品についてもトレーサビリティを強化すべきである。 

 

１９ 毒物混入事件（施策番号２９） 

  製造場所の表示に代えて記載が認められている現行の製造所固有記号制度では，

被害製品を迅速に特定できないことから，毒物混入事件発生時の対応の合理化の点

からも廃止すべきである。 
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【参照】 

新食品表示制度に対する具体的な提言についての意見書（２０１３年２月１４日） 

 

２０ 食品表示（施策番号３４），食品表示基準の策定（重点施策５，施策番号３４・

６９・７３） 

食品表示基準の策定に当たっては，単に分かりやすさ，実行可能性，小規模事業

者への過度の負担だけでなく，次のような基本理念に基づいて策定すべきである。

なお，栄養成分表示の義務化に当たっては，トランス脂肪酸の表示を義務化すべき

である。 

(1) 消費者の安全確保のために必要かつ十分な内容とすること。 

(2) 食品の内容を可能な限り正確にかつ分かりやすく表すものとすること。 

(3) 消費者の自主的かつ合理的な選択を可能とするために必要かつ十分な内容と

すること。 

(4) 消費者の健康増進目的を達成するために必要かつ十分な内容とすること。 

(5) 消費者の選択を誤らせるなどの紛らわしい表示や不正な表示を防止すること。 

(6) 我が国及び諸外国の食文化に基づいて形成されてきた各食品の概念を尊重す

ること。 

【参照】 

・消費者のためとなる新たな食品表示法を求める意見書（２０１２年１１月１５日） 

・新食品表示制度に対する具体的な提言についての意見書（２０１３年２月１４日） 

 

２１ 加工食品の原料原産地等の見直し（施策番号３４・７０・７５） 

(1) 遺伝子組換え食品，添加物，製造所所在地について義務表示を緩和する例外規

定を整理して，食品表示をより正確にかつ分かりやすくすべきである。 

(2) 原料原産地を表示すべき加工食品を拡大し，新たに，水の表示，放射性物質の

ベクレル表示をする場合の表示基準を義務化すべきである。 

(3) 「食品衛生法第１９条第１項の規定に基づく表示の基準に関する内閣府令」に

おける表示基準のうち，アレルギー表示に関する規定を外食にも及ぼす旨の改定

を直ちに行うべきである。 

【参照】 

・消費者のためとなる新たな食品表示法を求める意見書（２０１２年１１月１５日） 

・新食品表示制度に対する具体的な提言についての意見書（２０１３年２月１４日） 

・外食メニューの表示の適正化に資する法制度の整備を求める意見書（２０１４年２
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月２１日） 

 

２２ 原料原産地表示ガイドライン（施策番号３４・７２） 

単なるガイドラインではなく，次のとおり法規制をすべきである。 

すなわち，農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律（「ＪＡＳ法」）

に基づく品質表示基準について，次の方法で，外食に適用する改定を直ちに行うべ

きである。その上で，食品表示法における食品表示基準の策定に当たって，これら

の改定内容を盛り込むべきである。 

(1) 食品の販売（飲食店における提供を含む。）における食品の表示に当たっては，

人を誤認させる表示をしてはならないとの規定を置くこと。 

(2) 外食において，原産地，原料原産地，原材料を表示する場合は，ＪＡＳ法の

品質表示基準に従うべきこと。 

【参照】 

・消費者のためとなる新たな食品表示法を求める意見書（２０１２年１１月１５日） 

・新食品表示制度に対する具体的な提言についての意見書（２０１３年２月１４日） 

・外食メニューの表示の適正化に資する法制度の整備を求める意見書（２０１４年２

月２１日） 

 

２３ 健康食品表示・広告の留意事項について（重点施策６，施策番号３４・７６） 

  健康食品の表示・広告における留意事項については，保健機能食品もその対象で

あること，健康増進法，景品表示法以外に薬事法違反となることもあること，いわ

ゆる健康食品が保健機能食品と誤解されないようにすることを周知すべきである。 

【参照】 

「いわゆる健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について（案）」

に対する意見書（２０１３年１１月２９日） 

 

２４ 健康食品の機能性表示（重点施策６，施策番号３４・７６－２） 

  いわゆる健康食品の機能性表示を緩和するべきではなく，保健機能食品制度（特

定保健用食品，栄養機能食品）の合理化を推進すべきである。 

【参照】 

いわゆる健康食品の表示・広告規制の在り方についての意見書（２０１３年１１月２

２日） 
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２５ 健康食品に対する消費者への情報提供（施策番号７７） 

  消費者の健康食品に対する理解は極めて不十分であり，そのため，本来必要な医

療機会を失わせたり，薬との併用による健康被害の発生といった安全に関する問題

や送りつけ商法に利用されたりするなどの取引被害の問題等が生じている。そこで，

これらの被害に対処するべく，消費者に対する適切な情報提供の対策を検討すると

ともに，健康食品販売に関する広告の適正化についての対策も併せて検討すべきで

ある。 

  具体的には， 

(1) 健康増進法第３２条の２第１項で定められている広告禁止の範囲について次

のとおり変更すべきである。 

①同条第１項の健康増進効果等には，医薬品の効能効果の広告を含まないことを

明記すべきである。 

②同条第１項の健康増進効果等について，事実に反する広告，その効果について

科学的な確証のない広告を禁止すべきである。 

③保健機能食品以外の食品について，保健機能食品と紛らわしい名称，栄養成分

の機能及び特定の保健の目的が期待できる旨の広告を禁止すべきである。 

(2) いわゆる健康食品に対する広告規制の執行力の強化について，①不実証広告規

制，②適格消費者団体の差止請求権を健康増進法に導入すべきである。そして，

②の差止請求権の実効性を確保するため，適格消費者団体と関係機関との協力体

制を整備し，適切な予算措置を講じるとともに，事業者が合理的根拠を示す資料

を提出しない場合は表示違反があったものとみなす立証責任軽減規定を置くべ

きである。 

【参照】 

いわゆる健康食品の表示・広告規制の在り方についての意見書（２０１３年１１月２

２日） 

 

２６ エステ，美容医療サービス（重点施策１４，施策番号３９・３９－２・３９－

３・１５３－３） 

(1) 美容医療上のインフォームド・コンセントについて，厚生労働省は，２０１３

年９月２７日付け「医政発第０９２７第１号」にて，その在り方に関する考え方

を明らかにしているところ，被害実態に照らし，なお不十分であるので，その見

直しを検討すべきである。 

(2) 消費者庁は，美容医療とエステ両方について，景品表示法上の不当表示に関す
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る告示・ガイドラインの整備を速やかに実行すべきである。 

(3) 消費者庁及び都道府県は，美容医療並びにエステに関する景品表示法上の不当

表示に対し，消費者被害を多発させている問題事例を速やかに調査・把握し，迅

速かつ適切な措置命令等の執行を積極的に推進すべきである。 

(4) 担当省庁が厚生労働省のみ挙がっているが，被害実態からすると，むしろ消費

者庁が主として担当すべきである。 

(5) 無資格で医療法上の医療行為に該当する施術を行っている施設については，厳

正な取締りが必要である。 

(6) 景品表示法上の優良誤認表示・有利誤認表示に該当する表示広告については，

迅速に措置命令を含む厳正な取締りを行うべきである。 

(7) 美容医療について，厚生労働省は，バナー広告による誘導のような特殊ケース

を除き，ホームページ上の情報提供を，医療法上の広告とみなさないとする現行

解釈を改め，直接的に医療法上の規制を及ぼすべきである。 

(8) エステ・美容医療双方について，消費者庁及び都道府県は，インターネット上

の広告について不当表示による消費者の欺瞞的誘引が行われることのないよう

に，景品表示法上の措置命令による厳正な執行を行うべきである。 

【参照】 

美容医療・エステにおける表示・広告の在り方及び安全性確保に関する意見書（２０

１３年１２月１９日） 

 

２７ 悪質商法対策（重点施策１５・１６，施策番号４１） 

  「高齢者などを狙った悪質商法対策の充実・強化を図るため，特定商取引法の趣

旨及び消費者被害の実態を踏まえ，同法の厳正な執行」を行うとする点について， 

 (1) 実施については，被害件数が多数に上ることからすれば，依然として法執行が

不十分である。 

 (2) 執行のみならず，高齢者などを狙った悪質商法対策という観点では，そもそも，

指定権利制を廃止するなどして特商法の適用対象を拡大させる改正も必要であ

る。 

【参照】 

・特定商取引に関する法律の執行強化及び同法適用除外取引類型における被害への対

応について（要請）（２０１１年７月２９日） 

・特定商取引に関する法律の適用対象の拡大を求める意見書（２０１２年５月１日） 

・特定商取引法の指定権利制の廃止を求める意見書（２０１３年１２月１９日）。 
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２８ 預託商法（施策番号４１－３） 

特定商品預託法の政令改正後の被害状況を見守り，必要に応じて法改正を検討す

べきである。 

【参照】 

預託商法被害と特定商品等の預託等取引契約に関する法律の改正の在り方に関する

意見書（２０１３年３月１４日） 

 

２９ 消費者契約法改正（重点施策３，施策番号４２） 

  本施策の実施については「具体的施策」に掲げられているとおり「民法（債権関

係）改正の議論と連携して検討」することが必須であるところ，民法改正議論は２

０１３年２月に法制審議会が中間試案をとりまとめ，現在は改正要綱案のとりまと

めに向けた審議（第３ステージ）が進行中である。また，中間論点整理で論点とさ

れていた「消費者契約の特則」が，中間試案において新民法の立法対象から除外さ

れたことから，これらを消費者契約法において立法する必要性が高まったと思われ

る。 

また，内閣府消費者委員会は，２００３年８月に「『消費者契約法に関する調査

作業チーム』論点整理の報告」を公表し，消費者契約法の実体法部分の改正検討が

必要な論点をとりまとめた。 

消費者庁においては，上記のような状況を踏まえ，具体的な立法作業を速やかに

進めなければならない。 

また，消費者契約法の実体法部分の見直しの対象としては，「具体的施策」に明

示されている「情報提供，不招請勧誘の規制，適合性原則」を含む消費者契約の不

当勧誘・不当条項規制の在り方が広く検討される必要があるのみならず，民法改正

論議の進展に伴う消費者契約の特則規定の立法などが広く検討されなければなら

ない。 

【参照】 

・消費者契約法の実体法規定の見直し作業の早期着手を求める意見書（２０１１年１

１月２４日） 

・消費者契約法日弁連改正試案（２０１２年２月１６日） 

・民法（債権関係）改正に関する意見書（その４）― 消費者に関する規定部分 ―（２

０１２年１０月２３日） 
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３０ 訪問買取に関する法規制（重点施策１５，施策番号４４－２） 

「被害実態の正確な把握に努めつつ検討」という点については，貴金属やバイク

などが適用対象とされているものはもちろん，適用除外とされたものも含めて，具

体的な被害がなくなっているのかについて検証する必要がある。適用対象とされた

ものについては，クーリング・オフ後の対象物品の現実的回復がなされているかに

ついても検証する必要がある。また，買取りではなく，商品券による交換取引とし

て同様の被害を生じさせている事案などについても，引き続き検証すべきである。 

【参照】 

「消費者基本計画」の検証・評価（平成２４年度）及び計画の見直しについての意見

書（２０１３年５月９日） 

 

３１ クレジット取引（施策番号４５） 

クレジット会社の加盟店に関する不適正与信防止義務や業務適正化義務などが

機能しているのかについては疑問があり，具体的な検証をすべきである。 

また，決済代行については，登録制が導入されているが，具体的な効果としては

何ら機能しておらず，一部業界団体での取組についても，具体的被害防止等には至

っていない。 

決済代行等について，「同法の運用」としか記載されていないので，「同法ないし

制度改正」も含めたものにすべきであるとともに，決済代行のみならず，マンスリ

ークリア方式のクレジット取引についても，同様に，制度改正の検討をすべきであ

る。 

【参照】 

・クレジットカード取引等の適正化実現のため割賦販売法の改正を求める意見書（２

０１３年７月１９日） 

・「消費者基本計画」についての意見書（２０１０年１月２１日）。 

 

３２ 金融商品取引法の執行（重点施策１６，施策番号４８・６２） 

  複雑な仕組債等の被害が多数発生していることから，デリバティブ性のある金融

商品については，その商品内容についても規制を及ぼすべきであり，その販売・勧

誘についても，厳重な規制を及ぼすべきである。 

【参照】 

投資信託・投資法人法制の見直しに関する意見書（２０１２年６月１５日） 
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３３ 金融商品取引法の執行，破産申立て（重点施策１６，施策番号４８） 

  ２０１０年４月以降，５５社に対し，５１件の業務改善命令，２９件の業務停止

命令，２３件の登録取消し，５件の資産の国内保有命令を発出しており，一定の処

分を行ってはいるものの，これらは氷山の一角に過ぎない。多くの処分は被害が拡

大した後に行われたものであることからすると，さらに情報収集に努め，被害が拡

大する前に適切に処分することが強く求められる。 

  また，破産手続開始申立てについては，２００８年に金融機関等の更生手続の特

例等に関する法律第４９０条第１項及び第４９５条第１項に基づき，日本ファース

ト証券株式会社に対して行われた。しかし，２０１０年５月の法改正により破産手

続開始の原因となる事実がある場合，金融商品取引業者全般に対し，当局による破

産手続開始の申立てを可能にする権限が認められたものの，改正法によっては，い

まのところ破産手続開始申立てが行われていない。 

  破産手続開始申立ては，悪質ファンド等の資産流出を防ぐのに一定の効果がある

ものであり，上記の情報収集の充実と合わせれば，投資家保護により資することが

予測されることから，積極的に運用を行うべきである。 

【参照】 

「消費者基本計画」の検証・評価（平成２４年度）及び計画の見直しについての意見

書（２０１３年５月９日） 

 

３４ 高齢者などを狙った悪質な生活経済事犯対策（重点施策１６，施策番号４９） 

高齢者の消費者被害の拡大防止対策の推進に当たっては，消費生活センター及び

地域包括支援センター等の関係団体との連携（ネットワークづくり）に重点をおい

た取組を行うべきである。 

【参照】 

高齢者の消費者被害の予防と救済のためのネットワークづくりに関する意見書（２０

１３年１２月１９日） 

 

３５ 追い出し屋規制法案（施策番号５３） 

家賃債務保証や滞納家賃の取立てをめぐる消費者相談等の状況にかんがみ，家賃

債務保証業に対する義務的登録制など適正な業務を確保するための必要な規制を

行い，全ての賃貸事業者につき不当な取立て行為を行わないよう規制するとともに，

家賃等弁済情報提供事業の禁止を含む抜本的な措置を講じる立法の制定に向けた

取組を検討することを求める。同立法の内容を踏まえて，賃貸住宅管理業者登録規
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程（２０１１年９月３０日国土交通省告示９９８号）及び賃貸住宅管理業務処理準

則（同９９９号）を改正されたい。 

【参照】 

賃借人居住安定化法案（追い出し屋規制法案）の制定を求める意見書（２０１２年６

月２８日） 

 

３６ 住宅リフォーム（施策番号５５・５６） 

住宅リフォーム工事を請け負う者に対し，不招請勧誘の禁止，契約締結前の見積

書の作成・交付，契約締結時の契約書の作成・交付，契約内容変更時の変更内容記

載書面の作成・交付を義務付けるべきである。 

【参照】 

リフォーム被害の予防と救済に関する意見書（２０１１年４月１５日） 

 

３７ 既存建物の耐震基準適合に向けた対応（施策番号なし） 

安全な住宅に居住する権利を確保するため，住宅安全基本法（仮称）の制定を検

討するべきである。 

また，大地震の発生が懸念される今日，現行法の耐震基準を満たしていない建築

物（既存不適格建築物）を解消するために，１９８１年６月１日施行の新耐震基準

に準拠していない建築物の所有者に対し，耐震診断受診義務及び一定期間内の改修

ないし除却義務を課すとともに，これらの費用について国ないし地方自治体が相応

の負担を検討すべきである。 

【参照】 

「消費者基本計画」の検証・評価（平成２４年度）及び計画の見直しについての意見

書（２０１３年５月９日） 

 

３８ 宅地（地盤）の安全性確保に向けた対応（施策番号なし） 

  東日本大震災によって甚大な宅地（地盤）崩落等の被害が生じているところ，こ

うした被害の中には宅地造成の瑕疵あるいは不十分さに起因するものが少なくな

いことが指摘され，また，近時発生するといわれる関東・関西・九州等での大地震

による被害予防の必要性が指摘されている。 

宅地（地盤）崩落等は，ひとたびこれが生じれば生命身体侵害及び住居喪失等，

人間の生存の基盤が全て失われ，基本的人権及びその基盤を一挙に失わせるもので

ある。宅地（地盤）の安全性確保及び被害予防のためには，少なくとも，現在の宅
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地（地盤）状況の正確な把握，宅地の造成基準や現実の工事の適正を確保する制度

の確立，及び消費者へ地盤情報の開示・十分な説明等が不可欠である。 

【参照】 

宅地被害者の救済及び予防のための法改正等を求める意見書（２０１２年３月１５

日） 

 

３９ 脱法ハウス（違法貸しルーム）（施策番号なし） 

  いわゆる脱法ハウス（違法貸しルーム）について，建築基準法を遵守するよう所

有者を指導するとともに，当該物件の居住者についても，借地借家法の適用がある

ことを前提として，その居住の権利を保障されたい。また，建築基準法に適合させ

るための改築や取り壊し等によって，不当に居住の権利を侵害することのないよう

にするべきである。 

 

４０ 住宅確保要配慮者に対する住宅政策（施策番号なし） 

  低額所得者，被災者，高齢者，障がい者，子どもを育成する家庭その他住宅の確

保に特に配慮を要する者に対しては，住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の

促進に関する法律等に基づく諸施策が実施されているところであるが，以下とおり，

施策を拡充されたい。 

(1) 公営住宅をはじめとする公的賃貸住宅の供給の促進 

(2) 家賃補助（住居確保給付）の手続の簡素化，対象者を離職者以外へ拡大 

(3) 公的保証制度の拡充 

(4) 居住支援協議会の活用 

 

４１ 有料老人ホーム（重点施策１７，施策番号５８・５８－２） 

(1) 厚生労働省及び都道府県は，２０１２年４月施行の改正老人福祉法により新設

された同法第２９条第６項（権利金その他の金品の受領禁止），同条第８項（９

０日ルールの明確化）の有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅として

登録されている各施設における実施状況についてフォローアップ調査を行い，な

お問題のある事例については，厳正に対処すべきである。 

(2) 厚生労働省は，老人福祉法第２９条第６項の関係で，初期償却（いわゆる保険

分）を容認するという現行解釈の妥当性に関し，改正法施行後の各施設における

契約終了時の返還金精算状況と，その運用による各施設の安定的操業継続との関

係について，相当期間にわたりフォローアップ調査を実施すべきである。 
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(3) 消費者庁は，従前から存在する有料老人ホームの表示広告に関する景品表示法

上のガイドラインにつき，２０１１年１０月２０日施行の改正高齢者住まい法に

より，サービス付き高齢者向け住宅の制度が創設されたことを踏まえ，同制度を

対象として取り込む形で，改めて各施設の状況を調査した上で，新たな表示ガイ

ドラインに改訂すべきである。 

(4) 消費者庁は，サービス付き高齢者向け住宅，有料老人ホーム，これらのいずれ

の登録も受けない施設のいずれについても，問題のある事例については，景品表

示法上の不当表示規制を厳正に執行すべきである。 

【参照】 

有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅における入居一時金の想定居住期

間内の初期償却に関する意見書（２０１２年６月１５日） 

 

４２ インターネットによる旅行契約（施策番号５９） 

 (1) 安全を疎かにしてコストを削減し安値のツアーを設定する事業者についての

指導を徹底すべきである。 

 (2) 観光庁は，消費者に情報を確実に伝えようとする意識が低いと考えられる。「実

施済み」とされる施策（ホームページによる情報提供）についてみても，観光庁

ホームページにおいて，消費者啓発記事やネガティブリストにたどり着きにくい

ことから，改善を検討すべきである（なお，国土交通省のホームページはトップ

ページに行政処分歴検索サイトのバナーがあり，分かりやすい。）。 

 (3) 国土交通省のネガティブリストの旅行業者ページに，観光庁のネガティブリス

トへのリンクを貼るべきである。なお，観光庁発足前の行政処分は国土交通省の

ネガティブリストに載っており，それ以降のものは観光庁のネガティブリストに

掲載されているため，双方にアクセスしなければならない。消費者が情報に容易

にアクセスできるようにするためには，旅行業者のホームページにもネガティブ

リストをリンクさせるべきである。 

 (4) インターネットによる旅行契約は，①旅行業者により手配・企画旅行として提

供されるもの，②自らは契約主体とならない場貸しサイトを経由するもの，③海

外ＯＴＡ（オンライン・トラベル・エージェンシー）により提供されるものなど

があり，例えば旅行業法の適用の有無など消費者保護の観点から差異があるにも

かかわらず，消費者には分かりにくい。消費者がどのような主体に申し込んでい

るのか，それぞれの主体により，消費者の権利義務にどのような差異があるのか

等について，事業者に分かりやすい表示を義務付けるべきである。 
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 (5) 近時海外ＯＴＡとの間で旅行に関する契約をする消費者が増え，キャンセル料

に関するトラブルなどが増加傾向にある。海外ＯＴＡには旅行業法の適用はない

にしても，本来日本の消費者との契約に関しては，消費者契約法などの強行法規

の適用があると思われ，日本で活動する海外ＯＴＡに，キャンセル料等に関する

消費者保護のルールを守るよう指導を行うべきである。 

【参照】 

「消費者基本計画」の検証・評価（平成２４年度）及び計画の見直しについての意見

書（２０１３年５月９日） 

 

４３ 詐欺的商法対策（重点施策１６，施策番号６０） 

詐欺的投資勧誘事犯は相変わらず高い水準で発生しており，これに対しては，厳

正な対処が必要である。よって，警察庁，法務省等関係省庁の連携を今まで以上に

強化し，摘発等の強化に努めるべきである。 

また，本施策の担当省庁に厚生労働省も含めるべきである。 

本施策については，高齢者虐待防止法第２７条第１項に基づく高齢者の財産被害

の防止，介護保険法第１１５条の４５第１項に基づく高齢者の権利擁護等の趣旨を

踏まえ，地域包括支援センター及び社会福祉協議会等との継続的な連携が重要であ

る。 

【参照】 

高齢者の消費者被害の予防と救済のためのネットワークづくりに関する意見書（２０

１３年１２月１９日） 

 

４４ ＣＯ２排出権取引（重点施策１６，施策番号６０－２） 

  ＣＯ２排出権取引への投資に係る諸問題について，相談の実態や類似の取引に対

する規制の状況等を踏まえ，効果的な対応策について，「直ちに検討に着手します」

とあるものの，具体的な検討結果及び成果が見られず，極めて不十分である。ＣＯ

２排出権取引への規制については，金融商品取引法の規制対象として規制すべきで

ある。また，特定商取引法における指定権利制を直ちに廃止すべきである。 

【参照】 

・特定商取引に関する法律の執行強化及び同法適用除外取引類型における被害への対

応について（要請）（２０１１年７月２９日） 

・ＣＯ２（二酸化炭素）排出権取引商法の適切な規制を求める意見書（２０１１年１

２月１５日） 
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・特定商取引に関する法律の適用対象の拡大を求める意見書（２０１２年５月１日） 

・特定商取引法の指定権利制の廃止を求める意見書（２０１３年１２月１９日） 

 

４５ マルチ商法（重点施策１５，施策番号６１） 

マルチ取引について「効果的な対応策について検討」することになっているにも

かかわらず，実態調査と注意喚起で，「実施済み」とされているのは，対応策とし

ては不十分である。より具体的に，「特商法の適用要件及び規制内容の修正等の効

果的な対応策を検討する」と記載して，特定商取引法の改正を検討すべきである。 

【参照】 

連鎖販売取引に関する法規制の強化を求める意見書（２０１２年４月１３日） 

 

４６ 詐欺的投資勧誘に対する差止命令申立て（重点施策１６，施策番号６２） 

  ２０１０年４月以降，５社（その役員を含む。）に裁判所に対する差止命令申立

てが行われ，全件について禁止及び停止命令が発令されている。 

  金融商品取引法第１９２条第１項の申立て，及び同法第１８７条に基づく調査に

ついては，一定の活用がなされていると考えられるが，被害実態からすれば，極め

て少ないことは明らかである。消費者庁，警察庁などの同種情報を有する関係諸機

関とさらに連携を緊密にし，情報を早期に収集して，対象を積極的に調査し，差止

命令の積極的運用を強化すべきである。 

【参照】 

「消費者基本計画」の検証・評価（平成２４年度）及び計画の見直しについての意見

書（２０１３年５月９日） 

 

４７ 消費者信用分野における諸問題（施策番号６３） 

各関連法令の施行状況や各業態等における取引実態などを踏まえ，より具体的な

検証結果を公表すべきである。 

【参照】 

・クレジットカード取引等の適正化実現のため割賦販売法の改正を求める意見書（２

０１３年７月１９日） 

・特定商取引に関する法律の執行強化及び同法適用除外取引類型における被害への対

応について（要請）（２０１１年７月２９日） 

 

４８ 不正利用口座に関する情報提供（重点施策１６，施策番号６４） 
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  犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律（振

り込め詐欺救済法）に定める口座凍結は一定の効果が生じている。さらに被害者の

被害回復に資するようにするため，例えば，口座の残金等，代理人弁護士から口座

情報について問い合わせがあれば回答する運用にするなど，代理人弁護士等が制度

を利用しやすくなるよう金融機関等に行政指導等を行うべきである。 

【参照】 

「消費者基本計画」の検証・評価（平成２４年度）及び計画の見直しについての意見

書（２０１３年５月９日） 

 

４９ 商業・法人登記制度の悪用防止（施策番号なし） 

  ここ数年，株式会社の法人格及び商業・法人登記の制度並びに信用力を悪用した

業者による被害（例えば未公開株商法，社債商法等）が増加しているのであるから，

商業登記規則第６１条を改正し，取締役会設置会社における取締役，監査役，執行

役及び会計参与（以下「取締役等」という。）についても，設立又は就任時の登記

の申請書には，当該取締役等が就任の承諾をした事実を証する書面（承諾書等でそ

の名称等は問わない。以下同じ。）の印鑑につき，市町村長の作成した証明書の添

付を義務付ける等の対策を講じるべきである。 

  また，昨今，本店所在地に営業実態がないにもかかわらず，あたかも都心の一等

地に会社があるかのように装う例があるが，本店としての機能（書面備置義務等）

を有さない場所を本店とすることについて一定の制限をすべきである。加えて，代

表取締役の住所地に訴状等を送達する場合にマンション名や部屋番号が分からな

いことから送達に困難を来している例もあるため，マンション名，部屋番号を覚知

できるようにすべきである。 

【参照】 

商業・法人登記制度に関する意見書（２０１２年４月１３日）  

 

５０ 適格機関投資家等特例業務の適切な規制整備（施策番号なし） 

  適格機関投資家等特例業務について，金融庁は，問題があると認められた業者リ

ストを公表しているが，同リストに挙げられた業者数は異常に多く，悪質な適格機

関投資家等特例業者が，金融庁への届出があることをもって消費者を信用させ，詐

欺的投資被害を多発させている現状に鑑みると，悪用防止へ向けた適切な規制を整

備すべきである。 

【参照】 
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適格機関投資家等特例業務（金融商品取引法第６３条）に関する意見書（２０１４年

２月２０日） 

 

５１ 公共料金（施策番号６７，６７－２） 

国民の日常生活とライフラインに関わる公共料金の価格設定に関し，関係所管官

庁は，２０１３年７月の「公共料金等専門調査会報告」及びこれを受けた内閣府消

費者委員会の同年７月３０日付け「公共料金問題に関する提言」の内容を重視し，

更なる公共料金の決定過程の透明性と消費者参画の機会の実質的確保，料金の適正

性確保を目指すべきである。 

 

５２ 景品表示法の執行（施策番号８０） 

(1) 都道府県知事に措置命令権限を付与する景品表示法改正の動向を踏まえ，公正

取引委員会支局を含む都道府県における広告表示の執行体制を強化すべきであ

る。 

(2) 不当表示の情報入手については，ＰＩＯ－ＮＥＴ等から入る消費者被害の実態

を踏まえ，その集計データから特に問題のある領域について，不当表示の存在の

有無について重点的に探索するという作業を消費者庁自体が日常的に取り組む

べきである。 

(3) 課徴金制度導入の動向を踏まえ，消費者庁表示対策課の執行部門の人員規模の

抜本的拡大を検討すべきである。 

(4) 課徴金制度導入の動向を踏まえ，事業者の予測可能性を確保すべく，優良誤認

表示，有利誤認表示の適用要件の可能な限りの明確化を図るため，更なる表示ガ

イドラインの充実を目指すべきである。 

 

５３ 消費者教育の推進体制の確立（重点施策７，施策番号８７） 

「消費者教育の推進に関する法律」に基づいて設置された消費者教育推進会議及

び３つの小委員会において消費者教育の充実が検討されているところであるが，法

の趣旨を生かすためにも着実に実施されたい。 

 

５４ 消費者教育の推進に関する基本的な方針の確実な実施（重点施策７，施策番号

８７－２） 

消費者教育推進会議及びその小委員会において，消費者教育の効果的な推進方策

が具体的に明らかになるよう，十分検討を尽くすべきである。 
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５５ 消費者教育の効率的・効果的な実施（重点施策７，施策番号８９） 

「実施済み」とされているが，イメージマップは適宜改定・発展させるとともに，

実践的な教育ガイドブックを作成するなど，今後も消費者教育を効率的・効果的に

実施するという目的のために，継続的に検討を行う必要がある。 

 

５６ 地方における消費者教育推進体制の整備（重点施策７，施策番号９０） 

地方公共団体によって消費者教育の推進に差が生じないように，地方における消

費者教育の現状を十分に把握した上で，推進体制の整備を促進すべきである。 

 

５７ 大学等における消費者教育の推進（重点施策７，施策番号９１・９５） 

施策番号９１は「実施済み」とあるが，「大学等及び社会教育における消費者教

育の指針」を各学校に配布するだけではなく，教材の作成や教員への研修などを通

じて指針の内容が具体化できるよう，引き続き取組を進めるべきである。 

また，大学生等に対する消費者問題の情報提供については，文部科学省だけでは

なく消費者庁も積極的に関与した上で，周知徹底を図るべきである。 

 

５８ 消費者教育についての事例集の更新（重点施策７，施策番号９２） 

文部科学省だけではなく消費者庁も連携して同様の取組を行うべきである。 

 

５９ 地域における消費者教育の推進（重点施策７，施策番号９６～９８・１４０～

１５２） 

消費者教育推進法の成立を受けて，より一層充実した消費者教育の実施が望まれ

る。 

 

６０ 関係機関の連携による法的トラブルの解決の強化（施策番号９９） 

現在の取組をさらに一層強化するとともに，成果を定期的に具体的に公表するな

ど，その推移を可視化し，実質的に消費者庁，ひいては国民が監視できる体制にす

べきである。 

 

６１ 融資保証金詐欺や架空請求詐欺等への対策（施策番号１００） 

情報提供や注意喚起だけでは，繰り返される同種の詐欺に対して対抗する手段

として不十分であり，被害救済のためのより効果的な法制度を検討すべきである。
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例えば，特定商取引法の広告表示及び違反に対して民事効を定めるべきである。

さらに，発信者情報開示の問題の解決のために，直ちにプロバイダ責任制限法及び

特定商取引法を改正すべきである。  

【参照】 

・インターネットを用いた商取引における広告の適正化を求める意見書（２０１２年

２月２７日） 

・消費者の救済のための発信者情報開示制度に関する意見書（２０１０年１０月２３

日） 

 

６２ 生活経済事犯の被害情報の広報・啓発（施策番号１０１） 

  国民に対する広報啓発活動は，生活経済事犯による被害発生を未然に防止するた

めに重要な役割を果たしており，従前から行われてきたリーフレットの作成，ウェ

ブサイトへの情報掲載，ラジオ，インターネット及びテレビによる各種広報啓発活

動は今後も積極的に実施されたい。特に，昨今では，インターネットを利用した生

活経済事犯の発生が増加している現状に鑑み，インターネット上の様々なルート

（ホームページ，動画配信，ブログ，メールマガジン，フェイスブック等）を通じ

た広報啓発活動を積極的に推進されたい。 

  また，これまでに行ってきた活動内容やその効果について検証し，より効果的な

広報啓発活動を推進すべきである。 

【参照】 

レターパック及び宅配便を利用して現金を送付させる詐欺への対応に関する要請書

（２０１３年９月１２日） 

 

６３ リスクマネー供給のあり方（施策番号なし） 

新規・成長企業へのリスクマネー供給のあり方等に関し，事業化段階等における

リスクマネー供給促進策の一つとして，投資型クラウドファンディングに係る制度

整備が行われることとなっているが，関係機関の間で，情報交換・意見交換を行い，

投資家保護に欠けることのないよう，投資家保護を図るべきである。また，流通市

場における虚偽記載等に係る損害賠償責任の見直しについても，投資者保護の観点

から慎重な対処を求めるべきである。 

【参照】 

「金融審議会 新規・成長企業へのリスクマネーの供給のあり方等に関するワーキン

グ・グループ報告｣に関する意見書（２０１４年２月２０日） 
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６４ インターネットの子ども・教育関係者向け啓発（施策番号１０２） 

現在，インターネットに関する知識・認識は，保護者，教職員の方が子どもに追

い付いていない状況にあり，早急に保護者・教育者への啓発を普及させることが望

ましい。 

【参照】 

「消費者基本計画」の検証・評価（平成２４年度）及び計画の見直しについての意見

書（２０１３年５月９日） 

 

６５ 高齢者の権利擁護の推進（施策番号１０６） 

成年後見制度を利用していない高齢者に対する助言制度など，意思決定の支援制

度の拡充も併せて検討すべきである。 

 

６６ 介護職員等に対する研修における消費生活センターとの連携等（施策番号１０

７） 

高齢消費者被害の予防と早期発見のための見守りネットワークも併せて推進す

べきである。 

【参照】 

高齢者の消費者被害の予防と救済のためのネットワークづくりに関する意見書（２０

１３年１２月１９日） 

 

６７ 消費者からの情報の受入れ（施策番号１０９） 

そもそも公益通報者保護や個人情報保護に限らず消費者行政全体に対する消費

者の声を聞く窓口を消費者庁自体に設置すべきである。 

公益通報者保護制度の相談ダイヤルは国民の間でほとんど浸透していないので

はないかと考えられる。 

【参照】 

今後の消費者行政組織体制の在り方に関する意見書（２０１２年５月１日） 

 

６８ 集団的被害回復訴訟制度等（重点施策８，施策番号１１０） 

(1) ２０１３年１２月に成立した「消費者の財産的被害の集団的な回復のための民

事の裁判手続の特例に関する法律」（集団的消費者被害回復に係る訴訟制度）の

迅速かつ円滑な施行に向けて，制度の担い手となりうる適格消費者団体の意見を
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踏まえて準備を行うべきである。 

(2) 特定適格消費者団体による通知・公告や仮差押えの実効性を担保するために必

要な財政的措置を講じるべきである。また，制度の円滑な運用と消費者の混乱回

避のため政府において２段階目の手続遂行に資する統一的なシステムを開発す

るとともに，統一的・効果的な制度周知及び個別事案にかかる情報提供のためテ

レビ報道枠の確保等政府による広報に努めるべきである。 

(3) ２０１３年に全国的に発覚した有名なホテル，百貨店等の経営するレストラン

等の飲食店におけるいわゆる食品の虚偽・誤認表示事案において，消費者目線を

欠いた業界の慣行等により消費者を偽り，その判断を誤らせる不当な表示が放置

されてきた実態が明らかとなったが，表示に対する事業者の姿勢を正すとともに

同様の事態の発生を抑止するため，速やかに景品表示法に課徴金制度を導入すべ

きである。また，課徴金制度を通じて直接的・間接的に消費者の被害回復に資す

る仕組みを盛り込むべきである。 

【参照】 

・不当景品類及び不当表示防止法の課徴金制度導入等に伴う制度設計に関する意見書

（２０１４年２月２１日） 

・「消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律

案」に対する会長声明（２０１３年４月１９日） 

・「集団的消費者被害回復に係る訴訟制度案」に対する意見書（２０１２年８月３１

日） 

 

６９  金融ＡＤＲ（施策番号１１５） 

  単に広報のみに止まらず，裁判外紛争解決機関として，金融機関に対する監督指

針等に基づき，中立・公正な紛争解決を図るとともに，苦情・紛争の分析結果を，

金融機関の監督や再発防止策に結びつけるような制度設計をすべきである。 

【参照】 

「消費者基本計画」の検証・評価（平成２４年度）及び計画の見直しについての意見

書（２０１３年５月９日） 

 

７０ 金融サービス利用者相談室（施策番号１１８） 

  金融庁にとって，重要な情報収集窓口であるので，さらにこれを広報し，情報収

集に努めるべきであり，収集した情報の具体的社名などの公表等も被害防止の観点

から検討されるべきである。そこでの相談情報を踏まえて，さらに以下のような施
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策を検討すべきである。 

（検討すべき施策） 

 (1) 複雑な仕組債等被害が多数発生していることから，デリバティブ性のある金融

商品については，その商品内容についても規制を及ぼすべきであり，その販売・

勧誘についても，厳重な規制を及ぼすべきである。 

 (2) 保険商品については，乗合代理店に対する法規制が十分ではないことから，こ

れについてもその実態に即した法規制を及ぼすべきである。 

 (3) 保険商品については，その給付内容が社会通念上保障内容に含まれていると思

われるものが含まれていないケースがあるなど，その商品内容に問題があるもの

があり，これについても適切な規制が行われるべきである。 

【参照】 

「消費者基本計画」の検証・評価（平成２４年度）及び計画の見直しについての意見

書（２０１３年５月９日） 

 

７１ 国民生活センター（施策番号１１９） 

国民生活センターの相談支援機能を強化するためには直接相談を復活させるべ

きである。 

【参照】 

国民生活センターの業務・事業見直しに対する意見書（２０１１年２月１８日） 

 

７２ 地方消費者行政（重点施策１０，施策番号１２１・１２２） 

（具体的施策②について） 

 活性化基金の延長と消費者教育推進法の施行の下で，相談窓口の整備に関する取

組はもちろん，地域の消費者市民の育成に関する各自治体の特徴的な取組事例を収

集・提供することが求められる。 

（具体的施策③について） 

  地方消費者行政担当職員の増員や独自財源の増額など，地方自治体自身が消費者

行政の重要性を自主的に判断し，予算と人員を配置する動きは依然として不十分で

ある。地方消費者行政推進本部から各自治体の首長に向けた発信を，これまで以上

に推進することが求められる。 

（具体的施策④について） 

 これまでの取組を評価するとともに，今後の推進をさらに期待する。 

（具体的施策⑤について） 
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小規模市町村の消費生活センターの整備は，近隣自治体との連携や都道府県との

連携を推進するため，さらに強力な支援が必要である。 

地域住民の意思に基づく充実強化を図るためには，単に地域住民に委ねるだけで

は不十分である。消費生活センターの重要性，消費者行政と関連部局との連携の重

要性，消費者行政と消費者団体・地域住民との連携の重要性などを十分に周知した

上で，地域住民の声に基づく充実・強化が推進されることが必要である。 

（具体的施策⑥について） 

 地方消費者行政の取組を下支えする実効性のある支援の検討が引き続き重要で

あり，そのための国の予算からの継続的援助も引き続き必要である。その際，活性

化基金の成果と課題を適切に検証することが不可欠である。 

【参照】 

・地方消費者行政の持続的強化を求める意見書（２０１２年６月１４日） 

・「地方消費者行政の充実・強化のための指針～地域社会の消費者問題解決力の向上

を目指して」（原案）に対する意見書（２０１２年６月２８日） 

 

７３ 消費者ホットライン・相談窓口の周知（施策番号１２３） 

消費生活センターや相談窓口の周知はいまだ不十分である。窓口の存在だけでな

く，消費生活センターや相談窓口の機能・役割についても周知する必要がある。 

【参照】 

「消費者基本計画」の検証・評価（平成２４年度）及び計画の見直しについての意見

書（２０１３年５月９日） 

 

７４ 都道府県の法執行強化（施策番号１２４） 

国における法執行強化とともに，都道府県における法執行強化は必須のテーマで

ある。当然ながら，都道府県における法執行には予算も人員も必要であるから，ま

ずは首長がこの点の重要性について理解を深め，地方行政の中での位置付けを高め

ることが必要になる。消費者庁関連三法案の国会審議においてもこの点が議論され，

参議院消費者問題に関する特別委員会附帯決議第２０項（２００９年５月２８日）

において「地方公共団体における消費者行政の推進に関しては，消費者庁関連三法

制定の趣旨を地方公共団体の長及び議会議長が参加するトップセミナーの実施等

を通じて周知徹底し，全国あまねく消費生活相談を受けることができ，消費者の安

全・安心を確保する体制が確立するよう，万全を期すること。」と謳われたところ

である。 
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次に，研修はもちろん必要であるが，多人数を集めて一般的な研修を行うだけで

は十分ではない。地方消費者行政ブロック会議においては，経済産業局も交えて各

都道府県課長と法執行の強化についての意見交換を実施しているが，さらに連携策

を推進する必要がある。その際，消費者問題は広域的に発生するので，国における

執行力を強化するとともに，特定の事案について国の執行と地方の執行の関係につ

いての役割分担の明確化が求められる。例えば，継続的に苦情の多い業者を一定範

囲リストアップし，内容を分析するとともに国と関連都道府県で執行の実務的打ち

合わせを行い，手順を決定することを検討することが考えられる。 

【参照】 

今後の消費者行政組織体制の在り方に関する意見書（２０１２年５月１日） 

 

７５ 地方公共団体との情報共有のための体制整備（施策番号１２６） 

地方公共団体との情報共有のための体制整備においては，適時・十分な情報提供

と意見交換の機会の確保，方法を工夫・検討すべきである。そのためには，具体的

にどのような方法，機会において地方公共団体との情報共有が行われたのかについ

て検証し，回数や情報共有の方法が十分なのか否かを検討する必要がある。「各種

説明会や連絡会議の場等」が，適時性（情報提供が遅くないのか，十分な情報共有

手法であるのか）を含め，地方公共団体側からの意見・要望を聞くなどして検証の

上，必要に応じて改善すべきである。 

 

７６ 適格消費者団体に対する支援の強化（重点施策８，施策番号１２７） 

  各地の適格消費者団体の知見や経験を活かし，地元に密着したイベントや消費者

教育活動が実現するよう，委託事業の在り方を見直すべきである。 

 

７７ 適格消費者団体へのＰＩＯ－ＮＥＴ端末の設置（重点施策８，施策番号１２

７・１２８） 

適格消費者団体が限られた人的・物的資源を有効かつ効果的に活用するためには

ＰＩＯ－ＮＥＴ端末で優先的に取り組むべき課題を把握することが重要である。し

たがって，適格消費者団体へのＰＩＯ－ＮＥＴ端末配置を早急に進めるべきである。 

 

７８ 消費者団体訴訟制度の周知等の強化（重点施策８，施策番号１２８） 

  消費者への消費者団体訴訟制度の周知をはかるため，テレビ報道枠の確保等によ

り積極的でアピール力のある仕組みを工夫すべきである。 
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７９ 消費者団体等との連携や消費者団体等相互の連携の強化（施策番号１２９） 

  在京の消費者団体等に偏らない意見交換の在り方を工夫すべきである。 

  また，地域ごとの消費者団体等の連携を支援する取組を進めるべきである。 

 

８０ 公益通報者保護制度（施策番号１３０） 

公益通報者保護法を改正すべきである。  

改正においては，以下のように，通報者の範囲の拡大，通報対象事実の範囲の拡

大，外部通報の要件の緩和，外部通報先の範囲の拡大等により保護される範囲を広

げるとともに，韓国における公益通報者保護法で立法化されているような，公益通

報を理由とした不利益取扱い等を行った事業者等に対する罰則及び民事上・刑事上

の責任追及から公益通報者を保護する制度の導入，通報を受けた行政機関の取るべ

き措置の規定等についても検討すべきである。  

(1) 通報者の範囲を，労働者のみならず，役員，取引先事業者，退職者も含めるよ

う拡大すべきである。 

(2) 通報対象事実の範囲を，一部の法律の中での犯罪行為等に限定するのではなく，

英国公益開示法にならい，「法的義務違反」，「個人の健康や安全に対する危険」，

「環境破壊」さらに「これらの事項に関する情報の隠匿」を対象として広く規定

すべきである。そして，通報対象事実の発生する時期，時間的切迫性等の通報の

障害となる要件を排除すべきである。  

(3) 外部通報の要件につき，一般的な保護規定を導入し，真実相当性の要件を排除

し，通報時において真実であると信じるに足りる合理的な理由がある場合に通報

者を保護すべきである。 

(4) 外部通報先の範囲につき，行政機関への通報においては，通報先を処分・勧告

権限を有する行政機関に限定すべきではなく，消費者庁を通報先として，消費者

庁が通報を受け付け，必要に応じ処分・勧告権限等を有する他の行政機関を通じ

て違法行為等の是正を図る制度を導入すべきである。  

また，行政機関以外の外部に対する通報において，通報先についての通報対象

事実の発生等の防止のために必要であるとの制限，及び事業者の正当な利益を侵

害しないとの制限を削除すべきである。  

(5) 公益通報者保護法に反した不利益取扱い，契約の解除，解雇等を行った者に対

する罰則を導入すべきである。  

(6) 不利益取扱いの禁止に関し，公益通報者に対する損害賠償等における民事責任
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の免責，公益通報に関する刑事責任の減免等の制度を導入すべきである。  

(7) 行政機関が採るべき措置について，行政機関が相当期間内に調査し，措置をと

ることを明記すべきである。  

【参照】  

・公益通報者保護法の見直しに関する意見書（２０１１年２月１８日）  

・公益通報者保護法に関する意見書－消費者庁の「公益通報者保護制度に関する実態

調査報告書」を受けて－（２０１３年１１月２１日）  

・外食メニュー表示の適正化に資する法制度の整備を求める意見書（２０１４年２月

２１日） 

 

８１ 白斑被害（施策番号なし） 

(1) いわゆる美白化粧品による白斑被害に対し，事故情報の収集を強化するととも

に，徹底した原因究明を早急に行い，同種被害の発生・拡大防止策を迅速・適切

に進めるべきである。  

(2) 医薬部外品からの被害発生事例を踏まえ，医薬部外品の承認に係る審査が慎重

かつ充分に行われるように，独立行政法人医薬品医療機器総合機構（ＰＭＤＡ）

による承認審査の抜本的な見直しを行うべきである。  

(3) 医薬部外品，化粧品（以下「医薬部外品等」という。）による副作用被害の報

告制度について，医師や医療機関等にも報告義務を課すとともに，医薬部外品と

の関連性が疑われる症例を広く報告対象とすることや，医薬部外品等による副作

用被害の情報を広く一元的に収集し，調査・分析・公表することができる副作用

被害の拡大防止のための専門機関を設ける等，行政における体制を整備・強化す

ることを検討すべきである。  

(4) 医薬部外品等による副作用被害について，入院を要件としない副作用被害の救

済制度を設けるべきである。  

【参照】 

医薬部外品等による副作用被害の防止及び救済制度の在り方についての意見書（２０

１４年４月１８日） 

 

８２ 関連団体の支援等の状況の公表（施策番号１３２） 

訪問販売，通信販売等の自主行動基準の整備等が円滑に行われるよう関連団体を

支援するとともに，問題のある事業者の活動に対して，特に高齢者や子どもに対す

る訪問販売等による被害抑制の視点から改善を指導するというものであるが，その



30 

 

実施状況について公表すべきである。 

 

８３ 消費者行政組織体制（施策番号１３４） 

(1) 消費者庁及び消費者委員会設置法附則第３項は，「政府は，この法律，消費者

庁及び消費者委員会設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律（平成二十

一年法律第四十九号）及び消費者安全法（以下「消費者庁関連三法」という。）

の施行後三年以内に，消費者被害の発生又は拡大の状況，消費生活相談等に係る

事務の遂行状況その他経済社会情勢等を勘案し，消費者の利益の擁護及び増進を

図る観点から，消費者の利益の擁護及び増進に関する法律についての消費者庁の

関与の在り方を見直すとともに，当該法律について消費者庁及び消費者委員会の

所掌事務及び組織並びに独立行政法人国民生活センターの業務及び組織その他

の消費者行政に係る体制の更なる整備を図る観点から検討を加え，必要な措置を

講ずるものとする。」と規定している。 

施策番号１３４は，この条項を受けての施策である。 

(2) しかし，違法な食品表示に対する不十分な執行状況，公益通報者保護法，個人

情報保護法等の見直しが進展していないなど，消費者庁が所管している各法律の

執行，見直し，点検・評価が不十分であり，次年度の基本計画には具体的な方針

を明示すべきである。 

(3) 消費者の利益及び擁護の増進に関する法律についての消費者庁の関与の在り

方，消費者行政に係る体制の更なる整備等について，消費者委員会と協力して引

き続き検討を行うことになっているが，この点に関する総合的な検討がなされた

形跡はない。 

消費者庁・消費者委員会も発足して５年になる。この時点で総合的に検討する

ことを基本計画に明示すべきである。 

【参照】 

・新たな「消費者基本計画（素案）」に対する意見書（２０１０年２月１８日） 

・今後の消費者行政組織体制の在り方に関する意見書（２０１２年５月１日） 

 

８４ 消費者を主役とした行政の実現に向けた施策の強化と公表（施策番号１３５・

１３６・１３７） 

いずれも現在の取組をさらに一層強化するとともに，成果を定期的に具体的に公

表するなど，その推移を可視化し，実質的に消費者庁，ひいては国民が監視できる

体制にすべきである。 
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８５ 公正取引委員会の体制強化・機能拡充とフランチャイズ契約への対応強化（施

策番号１３８） 

独占禁止法第２４条の差止請求訴訟を中心とする同法中の民事手続規定の実効

性を図るべく，その強化の方法につき検討すべきである。 

また，消費者が新たに加盟することの多いフランチャイズ契約の適正化を図るべ

く，従来の被害実態を踏まえてフランチャイズ・ガイドラインの内容の再検討を行

うとともに，同ガイドラインの内容に照らし問題があると思料される悪質契約事案

については，迅速かつ厳正に対応すべきである。 

 

８６ 消費者委員会の事務局体制の充実強化（施策番号１３９） 

消費者委員会が消費者行政全般についての監視機能を十分に発揮できるよう，事

務局体制のさらなる充実・強化を図るべきである。 

 

８７ 高度情報通信技術を活用した取引への対応強化（施策番号１５３） 

高度情報通信技術を活用した取引は，それを支えるＩＣＴ（Information and 

Communication Technology）の進歩のスピードが速く，また，消費者問題も日々

新しい問題が生じてきており，継続した取組が必要である。 

施策の記述は，一般論でなく現実に生起している具体的問題を挙げて，目標を定

めてその取組に当たり，達成の有無，程度を検証できるようにすべきである。 

 

８８ インターネット取引等（重点施策１６，施策番号１５３－２・１７１） 

（具体的施策①について） 

「決済代行業者登録制度」が実施されているが，この対策ではサクラサイトの決

済代行に代表される決済代行業界が抱えている問題を解決するには全く不十分で

ある。 

この制度は，業界団体による任意の登録制度であり，強制力もなく，また実際の

組織率も，問題の多い決済代行業者が加盟していないなど，実効性に大きな疑問が

ある。 

そもそも，決済代行業者登録制度は，決済代行業者が市場に登場した初期の頃，

連絡先等が判明せず，消費者の苦情の持ち込み先が不明であったという現象が生じ

ていた点にのみ対応したものに過ぎない。 

決済代行業者をめぐる問題の本質は，不適切な経済活動に，クレジットカード等
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の決済手段を提供してしまうという点にある。詐欺的取引や，禁制品の取引など，

不適切な資金異動をクレジットカード等の決済システムから排除するための方策

を検討し，実施すべきである。 

即ち，決済代行業者については，(ア)表示義務のみならず，(イ)アクワイアリン

グ業務を正面から割賦販売法に取り込み，適正な業務執行が確保できる法的枠組の

検討が必要である。その場合，民事効も同時に充実させ，消費者に不当な決済業務

による被害回復や紛争解決の法的手段を付与することも検討すべきである。 

（具体的施策②③について） 

すでに公表されている「インターネット消費者取引に係る広告表示に関する景品

表示法上の問題点及び留意事項」は，フリーミアム，口コミサイト，フラッシュマ

ーケティング，アフィリエイトプログラム，ドロップシッピングといった，ネット

上の新種の取引形態に限って基本指針を示したにとどまる。 

実際には，ネット上で広告を展開し，通信販売の方法で商品を販売するサイトが

膨大に存在し，その中には，景表法等の規制に抵触する広告が多く含まれている。

消費者庁が実施している監視活動(パトロール)によって是正できるものはごく一

部に過ぎない。 

健康食品，投資勧誘，情報商材等，問題が多発する類型ごとに，事業者が守るべ

き表示の留意事項を明示するガイドラインを策定し，これを遵守させる取組が必要

である。 

また，この際，表示事項については，表示内容の適正ばかりでなく，分かりやす

い表示など表示方法や態様についても，合理的で適正なルールを再構築することも

検討すべきである。 

（具体的施策④について） 

 「実施済み」とあるが，消費者庁越境消費者センター（ＣＣＪ）は，実証調査の

一環として外部委託の方式により開設されたものにすぎない。既に，調査開始から

２年以上が経過し，相談数も増加の一途にあるから，早期に，恒常的でより処理能

力の高い機関が設置される必要がある。 

  また，同センターの業務状況からすれば，海外の消費者相談機構や規制当局との

連携・協働が紛争の予防や解決の実効性向上のために必須であると考える。消費者

庁において，提携先開拓の重要性を再認識し，さらに重点的にこの課題に取り組む

べきである。 

（具体的施策⑥について） 

  同施策は，平成２４年度消費者基本計画で追加されたものであるが，現在まで特
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に目立った進展が見られない。越境消費者紛争は，増加の一途にあり，施策事項の

ための調査の充実とその結果の公表，試験的にでも具体的施策を実施していくこと

が必要である。 

【参照】 

・インターネットを用いた商取引における広告の適正化を求める意見書（２０１２

年２月１７日） 

・越境取引における消費者紛争窓口の恒常化等に関する意見書（２０１３年７月１

７日） 

 

８９ 迷惑メール（施策番号１５４） 

（具体的施策①について） 

直罰化の拡大，民事的な差止め，損害賠償請求権，違法なメールに対する発信者

情報開示請求権等の法改正を含めた，抜本的な対策を検討されたい。 

現在の迷惑メールの跋扈ぶりを見る限り，現在までの措置では不足していること

が明らかである。 

（具体的施策②について） 

「『特定電子メールの送信の適正化等に関する法律』を厳正に運用します」とし

て，「継続的に実施します」としているが，実際には，行政指導も十分していない

状況である。 

現在，日本に送受信されるメールの半数以上が，迷惑メールという状況であり，

行政指導は意味をなしていない。運用体制を抜本的に見直すべきである。 

【参照】 

「消費者基本計画」の検証・評価（平成２４年度）及び計画の見直しに向けての意見

書（２０１３年３月１３日） 

 

９０ 迷惑メール（その２）（施策番号１５５） 

送信元プロバイダに情報を開示させて，行政指導をすること，迷惑メールの送信

が多いプロバイダからのＳＭＴＰの受信を拒絶する等の措置を，立法を含めて検討

するべきである。 

上記のような緩慢な措置では，現在，日本で送受信されるメールの半数以上が迷

惑メールという状況を改善できない。 

【参照】 

「消費者基本計画」の検証・評価（平成２４年度）及び計画の見直しに向けての意見
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書（２０１３年３月１３日） 

 

９１ インターネットオークション（施策番号１５６） 

インターネットオークション詐欺については減少傾向のようであるが，それでも

なお後を絶たない状況であり，現に行われている個々の犯罪についての被害を最小

限にとどめるべく，ネットオークション事業者とより一層の連携を図り，いち早く

情報を察知して，時機を失せず，注意喚起を促す体制を整えるべきである。 

インターネットを利用したダフ屋についても刑事罰による規制が必要であり，迷

惑防止条例等での積極的な検挙，それが困難であれば，新たな立法による規制も検

討されたい。 

【参照】 

「消費者基本計画」の検証・評価（平成２４年度）及び計画の見直しについての意見

書（２０１３年５月９日） 

 

９２ フィッシング詐欺（施策番号１５７） 

（具体的施策①について） 

国外からのフィッシング詐欺に対しても十分に取締りができるような体制を整

えるべきである。 

（具体的施策②について） 

具体的に何処に対してどのような支援を行うかを明らかにすべきである。 

（具体的施策③について） 

「フィッシング対策協議会」等関係機関と連携するとされているが，企業との連

携は十分に図れているか疑問がある。例えば，同協議会の消費者向けフィッシング

詐欺対策ガイドライン(２０１２年１２月）では，電子メール中のリンクはクリッ

クしないよう指導がなされているが，実際上，ほとんどの企業が電子メール中にリ

ンクを貼っており，ガイドラインの実効性にはやや疑問がある。 

【参照】 

「消費者基本計画」の検証・評価（平成２４年度）及び計画の見直しについての意見

書（２０１３年５月９日） 

 

９３ 青少年の安全・安心なインターネット利用（施策番号１５８） 

青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法

律は，フィルタリングソフトウェアの活用等により，青少年が青少年有害情報を閲
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覧する機会をできるだけ少なくすることを謳っているところ，携帯電話インターネ

ット接続役務提供事業者によるフィルタリングサービスの提供は普及している。 

しかし，子どもは，携帯ゲーム機，音楽プレイヤーやスマートフォンのＷｉ－ｆ

ｉ機能を利用して，前記接続役務提供事業者のフィルタリングサービスを介さずに

インターネットに接続するようになっている。そこで，かかるＷｉ－ｆｉによる子

どものインターネット接続についてもフィルタリングの網を掛ける施策が必要で

ある。 

【参照】 

「消費者基本計画」の検証・評価（平成２４年度）及び計画の見直しについての意見

書（２０１３年５月９日） 

 

９４ 青少年の安全・安心なインターネット利用（その２）（施策番号１５９） 

公開されているＩＣＴメディアリテラシー育成プログラムの内容は評価できる。 

「実施済み」とされているが，インターネットにおける子どもの被害態様が絶えず

変化し続けていることから，今後も新たな被害態様に対応すべく，プログラムの内

容をアップデートされたい。 

【参照】 

「消費者基本計画」の検証・評価（平成２４年度）及び計画の見直しについての意見

書（２０１３年５月９日） 

 

９５ 電気通信取引分野についての規制強化（重要施策１８，施策番号１６０） 

(1) 適合性原則の遵守は，自主ルールが抽象的であるし，さらにもっとも問題とな

る高額請求の場面における民事効とはなっておらず，紛争解決や被害回復の実効

性が上がっていない。 

(2) 総務大臣は，２０１３年９月公表の「スマートフォン安心安全強化戦略」（利

用者視点を踏まえたＩＣＴサービスに係る諸問題に関する研究会）において，業

界の自主対応にもかかわらず「一定期間内に状況が改善されない場合には，クー

リング・オフ等の民事的な効力を有する規定を設けるなどの制度的な対応を検

討」と指摘しているが，２０１３年も引き続き電気通信分野における消費者の相

談件数が増加している現状を踏まえれば，すでに「業界を挙げた自主的取組」で

は不十分であり，クーリング・オフ等の「制度的な対応」を早急に検討すべきで

ある。 

【参照】 



36 

 

電気通信事業における利用者保護の適正化を求める意見書（２０１４年１月１６日） 

 

９６ 電気通信取引における情報提供の強化（重要施策１８，施策番号１６１） 

(1) 表示や勧誘の問題とも密接に関連するので，電気通信サービスと放送サービ

ス取引の勧誘や契約締結過程の適正化に関する総合的，抜本的検討の場を設け，

そこでしっかりとした議論をすべきである。 

(2) その場合，情報提供や説明義務の問題に止まらず，クーリング・オフや不当

な勧誘がなされた場合の意思表示の取消しや，不当な契約条項の効力について

（約款規制も含む。）も導入に向けた議論をすべきである。 

 

９７ 「電気商取引及び情報財取引等に関する準則」の改正に当たっての十分な告

知・意見聴取（施策番号１６２） 

「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」は取引当事者の予見可能性にも

関わる重要なものであり，改定が予定されている場合にはできる限り早めに告知

した上で，パブリックコメントの募集期間を可能な限り長めに設けるべきである。 

 

９８ 電気通信消費者支援連絡会の活性化（施策番号１６３） 

さらに開催頻度を増やし，議論できるテーマ，時間を拡大すべきである。 

 

９９ 電気通信事業法への消費者保護規定の導入（重要施策１８，施策番号１６４） 

電気通信事業法に特定商取引法と同様の消費者保護規定を設ける必要がある。 

 

１００ 個人情報保護法の改正等による個人情報保護の水準の向上（施策番号１６

５・１６６） 

現行の個人情報保護法について，内閣府消費者委員会の審議の他に，当連合会

においても適切な情報流通の確保等の観点から意見書を提出しているところで

ある。その後の実態も踏まえて，個人情報保護法の改正について，早急に着手す

べきである。 

【参照】 

個人情報保護法制の改正に関する意見書（２００６年７月２０日） 

 

１０１ 放送番組における視聴者への配慮と有料放送についての規制強化（施策番号

１６７） 
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(1) 放送は，有限な電波を利用するものであることから公共性が高いことに鑑み，

一部の事業者の販売活動のための顧客誘引のためだけに利用されることのない

よう，放送番組の内容が予め視聴者に認識しやすくするとともに，視聴者の意見

が番組に反映されやすくする制度も工夫，検討するべきである。 

(2) 有料放送サービス契約については，近時，飛躍的に契約件数等が伸びてきてお

り，成熟した契約慣行や契約内容となっているとは言えない事情もあり，そのこ

とが有料放送サービス契約の締結勧誘における紛争の背景や原因となっている

と思われる点もある。 

特に，通信サービス契約の勧誘と同時に抱き合わせで有料放送サービスの契約

が勧誘され，トラブルとなる例も目立っていることから，これらの問題について

も，総合的な検討と適正な慣行やクーリング・オフ，不当勧誘による意思表示の

取消し等の民事ルールの整備が必要である。 

 

１０２ パーソナルデータの利用・流通の促進による弊害の防止（施策番号１７７） 

消費者基本計画において，パーソナルデータの利用・流通を促進することを謳

うのは，そもそも方向性が逆である。 

産業界がパーソナルデータの利用・流通の促進を望み，これが必要な趨勢であ

ることは否定しないとしても，消費者基本計画においては，パーソナルデータの

利用・流通が進むことによる弊害を除去することこそを目標に掲げるべきである。 

例えば，「情報通信技術の進展により，ネットワーク上でのパーソナルデータ

の利用・流通や，ビッグデータの利活用が進みつつあるが，プライバシーの保護

に欠けることとならないよう，プライバシー保護等に配慮したデータ利活用ルー

ルの策定を進めます」等の表現に改めるべきである。 

また，「利用者に分かりやすい形で説明」「利用規約等の分かり易い表示」とあ

るが，これらの表現は，利用者の同意を根拠に広くパーソナルデータの利用を正

当化する制度を前提とするものである。現実には，事業者が定めたプライバシー

ポリシーを熟読する消費者はないに等しい。同意さえ取ればデータを利用できる

という仕組みに依存せず，一定のパーソナルデータについては，約款による包括

的な同意やオプトアウト方式ではなく，オプトインによる個別の同意を取ること

を義務付ける必要があるのではないかと考えられる(ＥＵの個人データ保護規則

案では同意の取り方についてのルールが提案されている。)。消費者基本計画で

も，単に「分かり易い表示」とするのではなく，同意の取り方についての具体的

ルールを検討する旨を明示すべきである。 
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１０３ 小規模福祉施設・小規模診療所における防火管理体制（施策番号１７３） 

総務省・消防庁・厚生労働省は，小規模福祉施設（とりわけ高齢者施設等）や

入院設備のある小規模診療所におけるスプリンクラー設備等の設置状況及び防

火管理状況等の実態に関する従前の継続調査の状況を踏まえ，更に対応が不十分

な小規模福祉施設・診療所に対しては，厳正な改善指導を実施すべきである。 

 

１０４ 探偵業への対応強化（施策番号１７４） 

探偵業に関し，書面交付，契約締結時における重要事項の説明により，消費者

取引における情報提供の適正化について，「継続的に実施します」とされている

が，現在の実施状況等について，何ら具体的な検討もされていないとともに，そ

の業務内容，価格根拠，中途解約時の清算など，消費者にとって分かりにくい部

分も多い。単なる書面交付や説明だけでは不十分であり，情報提供の適正化のみ

ならず，契約内容の適正化についても，十分な検討が必要である。 

さらに，詐欺的投資被害を取り戻せるかのような広告をしている業者や面談な

しで契約をしている業者などもあり，その被害実態について，適正な分析の上で

適切に対応すべきである。 

 


